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気象警報等発令時の登下校について（お知らせ）

新緑の候、保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃は本校の教育活動についてご理解とご協力を頂きありがとうございます。

さて、気象警報等が発令された場合の児童生徒の登下校について、次のように定めておりますので

お知らせします。

学級担任からも連絡いたしますが、児童生徒の安全確保のために、ご協力頂きますようお願い申し

上げます。

警報発令時

① 午前６時の時点で警報（大雨・洪水・暴風雨等）発令の場合

・ 通学生は自宅待機。

・ 病棟生は状況に応じて登校、若しくは病棟待機とする。

・ 学校行事を予定していた場合は中止とする。

＊なお、警報が解除された場合は、安全面に十分に留意して頂き無理をせず登校させてください。

② 登校後に警報発令の場合

・ 通学路の安全が見込める場合は、保護者に連絡して下校させる。

・ 状況によっては学校で待機させ、保護者に連絡して状況の好転を待つ。

・ 病棟生も上記に準ずる。

注意報発令時及び荒天の場合

① 予報等に十分注意し、児童生徒の安全を第一に考えて、早めに家庭とも連絡を取って対処する。

登下校時における地震発生の場合

① 保護者送迎の児童生徒は保護者の判断に委ねる。

② 自主通学生については自主通学願いの提出された段階で、緊急の場合の確認をしておく。


